






２．資本構成





















(2)社内体制

　東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」に基づき行う会社情報の取扱に関し、情報取扱責任者および情報開示責任者をそれぞれ任命
し、適時開示に際しては、社内規程に照らして承認権限者による決裁を得て実施することとしております。

　また、情報開示を含む不正防止策として、コンプライアンス委員会において全社的な遵法体制を推進するとともに、社内通報制度「コンプライアン
ス・ホットライン」を設けております。

(3)方法

　適時開示はＴＤｎｅｔシステムを用いて行っておりますが、当社の判断で兜倶楽部または北九州経済記者クラブ、あるいはその双方での説明、資
料配付を適宜行うほか、当社ホームページへの情報の掲示も適宜行っております。

　上記のほか、当社のおかれた環境の中で当社にとって耀
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